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管理会社提案の議案がそのまま総会に上程される等、主体性を欠いているマンションにおいて、マンション管理士の
「理事」就任による管理適正化、機械式駐車場リース化による修繕費抑制等を行った事例

課題 成果取組

管理組合が主体性を欠いている状態
・数年間理事会が開催されていない。

・管理会社提案の議案をそのまま総会
に上程（理事会承認無し）。

・計画的な大規模修繕が１度も行われ
ていない。

長期修繕計画の見直し
・建物現況調査を実施し、結果を加えた。
・過去に実施した防水・塗装工事等を反映。

資金計画の見直し
・機械式駐車場をリース契約に移行。（使用料収
入からリース料を捻出） 。

・メンテナンス費用はリース会社の負担とすること
により、修繕費負担を抑えるようにした

理事会の定期開催
前理事長と担当マンション管理士が管理会社に
働きかけ、会社担当者の変更及び理事会を毎月
開催するようにした。

管理の適正化
・理事会を毎月開催するようになったことか
ら、長期修繕計画の見直しや大規模修繕
に関して役員から要望等の発言が出るよう
になり、区分所有者の意識も変わってきた。

・マンション側の意識の変化を受け、管理
会社も当マンションの担当を3人体制に強

化し、管理組合やマンション管理士からの
指示・依頼に対して迅速に対応するように
なった。

・A1：「管理規約改正案新旧対照表」

・A2：「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任細則」

・A3：「外部専門家を理事として就任させる際の契約書」

・A4：「組合員以外の者から理事又は監事を選任するための管理規約改正及び選任細則制定のプロセス」

・A5：「長期修繕計画書・修繕積立金計画書作成のプロセス」

水平展開
可能な資料

管理規約改正を踏まえた外部理事就任
外部専門家が理事・監事に就任できるよう、規約
改正、選任細則の制定を行った。担当マンション
管理士が理事に就任した。

長期修繕計画の適正化
・必要な工事費を計上し、将来的に資金不
足に陥るといった事態とならない計画を作
成。長期修繕計画見直し案に基づき修繕
積立金を値上げできた。

【竣工年（築年数）】 平成13年（築16年） 【総戸数】 28 戸

【単棟型 or 団地型】 単棟型 【階 層】 12 階建

【自主管理 or 委託】 全面委託。分譲時から分譲会社のグループ会社である管理会社に委託。

【エリア】 東京都

【耐震診断・耐震改修の実施の有無】 新耐震基準で建設されているため対象外。

Ａマンション 補助事業実施主体：一般社団法人日本マンション管理士会連合会

分譲時の長期修繕計画が不適切で、機
械式駐車場など当マンションにある設
備の修繕費が計上されていない。

適切な維持管理を行うに必要な工事費
用が計上されておらず、資金計画が適
切なものになっていなかった。

写真

見直しが行われて
こなかった。


